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やむを得ない場合の変更調剤について
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○医療用医薬品の供給状況を踏まえた、やむを得ない場合の変更調剤について、当面の間
の取扱いが示されました

○後発品の銘柄処方（変更可処方箋）であっても、患者の同意を得ることで先発品を調剤
することができます

○含量規格が異なる後発品や類似する別剤形の後発品への変更は、変更後の薬剤料が高
くなる場合でも患者の同意を得ることで可能となります

○類似する別剤形の後発品への変更がやむを得ずできない場合は、分類間の別剤形
（例：錠剤⇔散剤）の医薬品への変更ができます
（変更後の薬剤料が高くなる場合も患者の同意を得ることで変更できます）

（不明点）
❶準先発品は対象外か？（事務連絡では、「準先発品を含む」と記載されていない）
❷類似する別剤形へ変更でグループを超えた変更（例：錠剤⇒散剤）は先発品も可能か？
❸一般名処方で、含量規格が異なる先発品や類似する別剤形の先発品への変更は可能か？
（後発品の銘柄処方については明記されているが、一般名処方の場合については明記されていない）
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先発品⇒後発品（内服薬・1日1回服用の場合）
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△錠10
39点

処方箋記載医薬品
（先発品）

ア 錠剤（普通錠）、錠剤（口腔内崩壊錠）、カプセル剤、丸剤
イ 散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、ドライシロップ剤（内服用固形剤として調剤する場合に限る。）
ウ 液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤（内服用液剤として調剤する場合に限る。）

・同一グループ内での剤形変更が認め
られています
・アとイの間での別剤形への変更も認
められます(図⑦)

・GE
・同一剤形
・同一規格

効能効果・用法用量が異なる場合は変更不可

□錠10（先発品）

①

△OD錠10
（先発品）

②

○錠10mg「A社」

④

○Cap10mg「B社」
16点

○Cap10mg「C社」
40点

⑤

・GE
・同一剤形
・別規格

・GE
・グループ内別剤形

・同一規格

変更後の薬剤料が高くなる場
合でも患者の同意があれば変
更可能です

○錠5mg「D社」×2
10点

○錠5mg「E社」×2
42点

⑥

・別銘柄先発品
・同一剤形
・同一規格

薬剤料が同額以下でも照会が必要です

③

△錠5
（先発品）×2

・同一銘柄
・別剤形
又は

・別規格

⑦

○散1％「A社」
12点

○散2％「C社」
41点

・GE
・グループ外別剤形

・同一規格
（別規格も可）

やむを得ない場合の当面の取扱い
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効能効果・用法用量が異なる場合は変更不可

ア 錠剤（普通錠）、錠剤（口腔内崩壊錠）、カプセル剤、丸剤
イ 散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、ドライシロップ剤（内服用固形剤として調剤する場合に限る。）
ウ 液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤（内服用液剤として調剤する場合に限る。）

後発品⇒後発品・先発品（内服薬・1日1回服用の場合）
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○○錠10mg「A社」
15点

○○Cap10mg「C社」
13点

・別銘柄GE
・同一剤形
・別規格

・別銘柄GE
・グループ内別剤形

・同一規格

・別銘柄GE
・同一剤形
・同一規格

・同一銘柄
・同一剤形
・別規格

処方箋記載医薬品
（GE）

○○錠5mg「A社」×2
⇒17点＞15点

①

○○錠10mg「G社」

③

○○内服液0.1%「E社」

②’②

・別銘柄GE
・グループ外別剤形

・同一規格

イのグループへの変更は可
能ですが、ウのグループへ
の変更は従来通りできませ
ん（照会が必要です）
※先発品もこのような変更
が可能かは不明です

○○錠5mg「B社」×2
10点

①‘

やむを得ない場合の当面の取扱い

○○Cap10mg「D社」
⇒20点＞15点 ○散0.1%「F社」

⇒20点＞15点

□錠10（先発品）

④
・先発品
・同一剤形
・同一規格

・同一グループ内での剤形変更が認めら
れています
・やむを得ない場合アとイの間での別剤
形への変更も認められます(図②’)

・やむを得ない場合、患者の同意を得
ることで先発品を調剤できます

変更後の薬剤料が高くなる場合でも患者の同意があれば変更可能です
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一般名処方による調剤（内服薬・1日1回服用の場合）
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やむを得ない場合の当面の取扱い
ア 錠剤（普通錠）、錠剤（口腔内崩壊錠）、カプセル剤、丸剤
イ 散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、ドライシロップ剤（内服用固形剤として調剤する場合に限る。）
ウ 液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤（内服用液剤として調剤する場合に限る。）

（対象先発品）△△錠10
39点

・GE
・グループ内別剤形

・同一規格

△△錠5×2（先発品）

・GE以外
・同一剤形
・別規格

一般名処方医薬品
（○○錠10mg）

②

△△錠10（先発品）
○○錠10mg「A社」（GE）

①
・GE以外、GE
・同一規格
・同一剤形

・GE
・同一剤形
・別規格

後発品調剤時は効能効果・用法用量に注意

○○錠5mg「D社」×2
10点

⑤

○○カプセル10mg「B社」
16点

④

△△OD錠10（先発品）

③

○○OD錠10mg「C社」
40点

後発品の銘柄処方の場合は変更調剤可能とされて
いますが、一般名処方の場合の取扱いは不明です 変更後の薬剤料が高くなる場合でも患者の同意があれば変更可能です

⑥

○散0.1%「E社」
40点

・同一グループ内での剤形変更が認め
られています
・アとイの間での別剤形への変更も認
められます(図⑥)

・GE
・グループ外別剤形

・同一規格

・GE以外
・別剤形
・同一規格

イのグループへの変更は可能ですが、ウのグループへ
の変更は従来通りできません（照会が必要です）
※先発品もこのような変更が可能かは不明です
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当面の取扱い（事務連絡抜粋）
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令和6年3月15日事務連絡「現下の医療用医薬品の供給状況における変更調剤の取扱いについて」
（略）
１ 後発医薬品の銘柄処方において、「変更不可」欄に「✓」又は「×」が記載されていない場合にあっては、患者に対
して調剤する薬剤を変更することを説明の上、同意を得ることで、当該処方薬に代えて、先発医薬品（含量規格
が異なるもの又は類似する別剤形のものを含む。）を調剤することができる。

２ 処方薬の変更調剤を行うに当たって、以下に掲げるものについては、変更調剤後の薬剤料が変更前のものを超え
る場合であっても、患者に対してその旨を説明の上、同意を得ることで、当該変更調剤を行うことができる（ただし、
規格又は剤形の違いにより効能・効果や用法・用量が異なるものを除く。）。
① 含量規格が異なる後発医薬品又は類似する別剤形の後発医薬品への変更調剤
② 内服薬のうち、類似する別剤形の後発医薬品への変更調剤がやむを得ずできない場合であって、次に掲げる分
類間の別剤形（含量規格が異なる場合を含む。）の医薬品への変更調剤
ア 錠剤（普通錠）、錠剤（口腔内崩壊錠）、カプセル剤、丸剤
イ 散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤、ドライシロップ剤（内服用固形剤として調剤する場合に限る。）
（例：アに該当する錠剤をイに該当する散剤への変更調剤）

３ 保険薬局において、上記１又は２の対応を行った場合には、調剤した薬剤の銘柄（含量規格が異なる後発医
薬品を調剤した場合にあっては含量規格を、処方薬とは別の剤形の後発医薬品を調剤した場合にあっては剤形を
含む。）等について、当該調剤に係る処方箋を発行した保険医療機関に情報提供すること。ただし、当該保険医
療機関との間で、調剤した薬剤の銘柄等に係る情報提供の要否、方法、頻度等に関してあらかじめ合意が得られ
ている場合は、当該合意に基づいた方法等により情報提供を行うことで差し支えない。
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